
「厚生労働省組織令の一部を改正する政令案」に
ついて (説明要旨)

本政令案は、厚生労働省の所掌事務の的確な遂

行を図るため、大臣官房統計情報部の再編を行 う

とともに、健康局にがん対策 0健康増進課の設置

等を行 うものであります。

(参 考)本政令案の概要

1 内容

(1) 大臣官房統計情報部人 口動態 。保健統計課、社会統計課、雇用統計課及び

賃金福祉統計課を人 口動態・保健社会統計課、雇用・賃金福祉統計課及び情

報システム課に改組 し、同部企画課の所掌事務を変更する。

(2)健 康局にがん対策 。健康増進課 を設置 し、同局総務課の所掌事務を変更す

る。

2 施行期 日

平成 24年 4月 1日



123。 16

厚
生
労
働
省
組
織
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

一　

大
臣
官
房
統
計
情
報
部
人
口
動
態

・
保
健
統
計
課
、
社
会
統
計
課
、
雇
用
統
計
課
及
び
賃
金
福
祉
統
計
課
を
人
口
動
態

・

保
健
社
会
統
計
課
、
一雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
課
に
改
組
し
、
同
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る

こ
と
。

（第
二
十
条
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で
関
係
）

一
一　
健
康
局
に
が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
を
設
置
し
、
同
局
総
務
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
こ
と
。

（第
四
十
条
か
ら
第
四

十
二
条
ま
で
関
係
）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



政
令
第
　
　
　
号

厚
生
労
働
省
組
織
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

厚
生
労
働
省
組
織
令

（平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「人
口
動
態

・
保
健
統
計
課

「人
口
動
態

・
保
健
社
会
統
計
課

社
会
統
計
課

第
二
十
条
第
二
項
中

「五
課
」
を

「四
課
」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
一雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
　
　
　
に

一屋
用
統
計
課

情
報
シ
ス
テ
ム
課
　
　
　
　
　
」

賃
金
福
祉
統
計
課
　
　
　
」

改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
二
十
人
条

（見
出
し
を
含
む
。
）
中

「人
口
動
態

・
保
健
統
計
課
」
を

「人
口
動
態

・
保
健
社
会
統
計
課
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。



四
　
社
会
福
祉
並
び
に
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
必
要
な
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
年
金
、
所
得
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
国
民
生
活
の
基
礎
的
な
事
項
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

エハ
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
保
障
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と

（雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
二
十
九
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
九
条
　
一雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
賃
金
の
構
造
に
関
す
る
基
本
的
な
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
労
働
時
間
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
並
び
に
災
害
補
償
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。



エハ
　
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
労
働
生
産
性
及
び
労
働
費
用
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

人
　
一雇
用
及
び
失
業
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
産
業
に
係
る
経
済
事
情
の
変
化
に
伴
う
雇
用
及
び
労
働
条
件
の
変
化
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
労
働
組
合
及
び
労
働
争
議
そ
の
他
の
労
働
関
係
に
係
る
事
項
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十

一　

ユ訓
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
統
計
情
報
部
に
お
い
て
行
う
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
集
計
並
び
に
集
計
材
料
及
び
集
計
結
果
の
保
存
に
関
す
る

，
」
卜
⊂
。

（情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
　
情
報
シ
ス
テ
ム
課
は
、
厚
生
労
働
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務

（他
局
及
び
政
策
統
括

官
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十

一
条
　
削
除

「総
務
課



第
四
十
条
中

「五
課
」
を

「六
課
」
に
、

「総
務
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
」

第
四
十

一
条
中
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
を
第
二
号
と
し
、
第
七
号
を
第
二
号
と
し
、
第
人
号
か
ら
第
十

号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十

一
号
中

「前
各
号
」
を

「前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

第
四
十
五
条
を
削
り
、
第
四
十
四
条
を
第
四
十
五
条
と
し
、

第
四
十
二
条
第
四
号
中

「総
務
課
」
を

「他
課
」
に
改
め
、

加
え
る
。

第
四
十
三
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

同
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
四
十

一
条
の
次
に
次
の

一
条
を

（が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条
　
が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一　

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
栄
養
の
改
善
並
び
に
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

一
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
食
生
活
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。



四
　
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
師
に
関
す
る
こ
と
。

エハ
　
地
域
に
お
け
る
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

（総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
地
方
衛
生
研
究
所
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
衛
生
に
関
す
る
試
験
検
査
研
究
施
設
に
関
す
る
こ
と

（総
務
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（水
道
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条
　
水
道
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
七
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
　
削
除

附
　
則

（施
行
期
日
）



１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令
の

一
部
改
正
）

２
　
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令

（平
成
十
九
年
政
令
第
七
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中

「総
務
課
」
を

「が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
」
に
改
め
る
。



理
　
由

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
の
再
編
を
行
う
と
と
も
に
、

ん
対
策

・
健
康
増
進
課
を
設
置
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

健
康
局
に
が



厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

○
厚
生
労
働
省
組
織
令

（平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）

（抄
）

（大
臣
官
房
に
置
く
課
）

第
二
十
条

　

（略
）

２
　
統
計
情
報
部
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

企
画
課

人
口
動
態

。
保
健
社
会
統
計
課

雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課

情
報
シ
ス
テ
ム
課

（企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
七
条
　
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

　

（略
）

六

・
七

　

（略
）

（人
口
動
態

。
保
健
社
会
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
人
条
　
人
口
動
態

・
保
健
社
会
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

　

（略
）

四
　
社
会
福
祉
並
び
に
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（大
臣
官
房
に
置
く
課
）

第
二
十
条

　

（略
）

２
　
統
計
情
報
部
に
、
次
の
五
課
を
置
く
。

企
画
課

人
口
動
態

・
保
健
統
計
課

社
会
統
計
課

雇
用
統
計
課

賃
金
福
祉
統
計
課

（企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
七
条
　
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

　

（略
）

エハ
　
厚
生
労
働
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び

政
策
統
括
官
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

。
人

　

（略
）

（人
口
動
態

。
保
健
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
人
条
　
人
口
動
態

・
保
健
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

　

（略
）

（新
設
）



）（
）
）
ヽ
Ｌ
Ｃ
。

に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

エハ
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
保
障
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ

と

（雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（雇
用

・
賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
九
条
　
一屋
用

。
賃
金
福
祉
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

一　

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
賃
金

の
構
造
に
関
す
る
基
本
的
な
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
統
計

調
査
に
関
す
る
こ
と
。

労
働
時
間
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
並
び
に
災
害
補
償
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ

い
ｃ
。

労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

労
働
生
産
性
及
び
労
働
費
用
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一屋
用
及
び
失
業
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
に
係
る
経
済
事
情

の
変
化
に
伴
ユ
雁
用
及
び
労
働
条
件

の
変
化
に
関
す
る

統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
ｃ

十
　
労
働
組
合
及
び
労
働
争
議
そ
の
他
の
労
働
関
係
に
係
る
事
項
に
関
す
る
統
計
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

十

一　

一則
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
統
計
情
報
部
に
お
い
て
行
う
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査

の
集
計
並
び
に
集
計

九 |ノ |ヽ七|六 |

五 |四 |

（新
設
）

（新
設
）

（社
会
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
九
条
　
社
会
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一　

社
会
福
祉
並
び
に
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す

一る

一
）
Ｌ
ｃ
。

二
|

厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
必
要
な
保
健
、

医
療
、
福
祉
、
年
金
、
所
得
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
国
民
生
活
の
基
礎
的
な
事
項

に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
保
障
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ

と

（他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



材
料
及
び
集
計
結
果

の
保
存

に
関
す

る

こ
と
。

（情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
）

暑
田

劉

劃

到

則

凹

刷

到

留

創

日

刷

司

胴

割

り

凹

司

劉

刻

刊

劉

劇

く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十

一
条
　
削
除

全
屋
用
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条

一雇
用
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一　

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
雇
用
及
び
失
業
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
産
業
に
係
る
経
済
事
情
の
変
化
に
伴
う
雇
用
及
び
労
働
条
件
の
変
化
に
関
す
る

統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と

四
|

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と

（

賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
統
計
情
報
部
に
お
い
て
行
う
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
集
計
並
び
に
集
計
材

料
及
び
集
計
結
果

の
保
存

に
関
す

る
こ
と
。

（賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十

一
条
　
任貝
金
福
祉
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

（前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事

務
を
除
く
。
）
を

つ
か
さ
ど
る
。

一　

賃
金
の
構
造
に
関
す
る
基
本
的
な
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
統
計
調

査

に
関
す

る
こ
と
。

労
働
時
間
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

創

馴

ｇ

劉

列

襴

割

樹

刷

割

国

日

別

創

り

馴

到

罰

引

ヨ

レ
ｃ
。劉

馴
倒

鼎
周

園
刻
劉

縣
劉

調
劉
引

洲
「

劉
馴
劃
引
側
期
倒
ヨ
倒
飼
劇
創
罰
制
ヨ
罰
「
到
川
「

劉
馴

罰

畑

剃

劉

調

到

榊

回

渕

剖

倒

冽

翻

∃

□

馴

劉

珈

調
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（健
康
局
に
置
く
課
）

第
四
十
条
　
健
康
局
に
、
次
の
六
課
を
置
く
。

総
務
課

が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課

疾
病
対
策
課

結
核
感
染
症
課

生
活
衛
生
課

水
道
課

（総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十

一
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
　

（略
）

二

・
一一一

（略
）

査
に
関
す
る
こ
と
。

（健
康
局
に
置
く
課
）

第
四
十
条
　
健
康
局
に
、
次
の
五
課
を
置
く
。

総
務
課

疾
病
対
策
課

結
核
感
染
症
課

生
活
衛
生
課

水
道
課

（総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十

一
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
　

（略
）

一
一　
国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
栄
養
の
改
善
並
び
に
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
こ
と

（

他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

〓
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
対
策
に
関
す
る

基
本
的
な
政
策

の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

食
生
活
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

七

　

（略
）

栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
師
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
に
お
け
る
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

地
方
衛
生
研
究
所
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
衛
生
に
関
す
る
試
験
検
査
研
究
施

設
に
関
す
る
こ
と
。
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四
　
ユ型
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な

い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条
　
が
ん
対
策

・
健
康
増
進
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
栄
養
の
改
善
並
び
に
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
こ
と

（

他
局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
対
策
に
関
す
る

基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
ｃ

食
生
活
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
師
に
関
す
る
こ
と
ｃ

割

日

測

到

目

り

Ⅵ

国

「

到

司

刺

コ

劉

口

∃

鼎

到

棚

を
除
く
。
）
。

七
　
地
方
衛
生
研
究
所
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
衛
生
に
関
す
る
試
験
検
査
研
究
施

設
に
関
す
る
こ
と

（総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（疾
病
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
　
疾
病
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

　

（略
）

四
　
一型
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
疾
病
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
こ
と

（他

局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（結
核
感
染
症
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
四
条

　

（略
）

六 |五|四に |

十

一　

一則
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し

な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（疾
病
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条
　
疾
病
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

　

（略
）

四
　
一型
舌
万
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
疾
病
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
こ
と

（他

局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（結
核
感
染
症
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条

　

（略
）



（生
活
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条

　

（略
）

（削
る
）

（水
道
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条
　
水
道
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一　

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
七
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
　
削
除

（生
活
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
四
条

　

（略
）

（水
道
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条

水
道
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
　

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
　
削
除



○
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令

（平
成
十
九
年
政
令
第
七
十
六
号
）

（抄
）

（附
則
第
二
項
関
係
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（庶
務
）

第
五
条
　
協
議
会

の
庶
務
は
、

て
処
理
す
る
。

厚
生
労
働
省
健
康
局
が
ん
対
策

。
健
康
増
進
課
に
お
い

改
　
　
正
　
　
案

（庶
務
）

第
五
条
　
協
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

現

行



厚
生
労
働
省
組
織
令
の

一
部
改
正
に
係
る
政
令
案
　
　
参
照
条
文

Ｏ
　
国
家
行
政
組
織
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）

（抄
）

（内
部
部
局
）

第
七
条

　

（略
）

２
～
４
　
　
（略
）

５
　
庁
、
官
房
、
局
及
び
部

（そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策

の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の

（以
下

「実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
に

置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務

の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
８

　

（略
）

○
　
厚
生
労
働
省
組
織
令

（平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）

（抄
）

（大
臣
官
房
に
置
く
課
）

第
二
十
条
　
大
臣
官
房
に
、
統
計
情
報
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
の
六
課
を
置
く
。

人
事
課

総
務
課

会
計
課

地
方
課

国
際
課

厚
生
科
学
課

２
　
統
計
情
報
部
に
、
次

の
五
課
を
置
く
。

企
画
課

人
口
動
態

。
保
健
統
計
課

社
会
統
計
課

一雇
用
統
計
課

賃
金
福
祉
統
計
課

（企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
七
条
　
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。



一　

統
計
情
報
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
統
計
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
統
計
に
関
す
る
総
合
的
な
解
析
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
疾
病
、
傷
害
及
び
死
因
に
関
す
る
分
類
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
資
料
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
の
提
供
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
政
策
統
括
官
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

エハ
　
厚
生
労
働
省
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
政
策
統
括
官
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
国
立
国
会
図
書
館
支
部
厚
生
労
働
省
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

人
　
一則
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
統
計
情
報
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（人
口
動
態

。
保
健
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
人
条
　
人
口
動
態

・
保
健
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　

人
口
動
態
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
保
健
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
生
命
表
に
関
す
る
こ
と
。

（社
会
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
九
条
　
社
会
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　
社
会
福
祉
並
び
に
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
必
要
な
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
年
金
、
所
得
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
国
民
生
活
の
基
礎
的
な
事
項
に
関
す
る
統

計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
社
会
保
障
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と

（他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（雇
用
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
　
一雇
用
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一　

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一履
用
及
び
失
業
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
に
係
る
経
済
事
情
の
変
化
に
伴
う
雇
用
及
び
労
働
条
件
の
変
化
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と

（賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

統
計
情
報
部
に
お
い
て
行
う
労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
集
計
並
び
に
集
計
材
料
及
び
集
計
結
果
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

五 四 三 二



（賃
金
福
祉
統
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十

一
条
　
任貝
金
福
祉
統
計
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

（前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　

賃
金
の
構
造
に
関
す
る
基
本
的
な
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
労
働
時
間
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
並
び
に
災
害
補
償
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

エハ
　
労
働
生
産
性
及
び
労
働
費
用
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
労
働
組
合
及
び
労
働
争
議
そ
の
他
の
労
働
関
係
に
係
る
事
項
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

（健
康
局
に
置
く
課
）

第
四
十
条
　
健
康
局
に
、
次
の
五
課
を
置
く
。

総
務
課

疾
病
対
策
課

結
核
感
染
症
課

生
活
衛
生
課

水
道
課

（総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十

一
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　

健
康
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
栄
養
の
改
善
並
び
に
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
こ
と

（他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

〓
一　
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
食
生
活
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

エハ
　
保
健
医
療
に
関
す
る
補
助
事
業
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
を
施
行
す
る
た
め
都
道
府
県
知

事
及
び
市
町
村
長
が
行
う
事
務
に
つ
い
て
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
こ
と
。

栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
師
に
関
す
る
こ
と
。

ノヽ 一ヒ



九
　
地
域
に
お
け
る
保
健
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
地
方
衛
生
研
究
所
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
衛
生
に
関
す
る
試
験
検
査
研
究
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

十

一　
ユ馴
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（疾
病
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
二
条
　
疾
病
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　

エ
イ
ズ
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一
一　
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
一型
舌
万
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
疾
病
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（結
核
感
染
症
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
　
結
核
感
染
症
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　
結
核
そ
の
他
の
感
染
症

（
エ
イ
ズ
を
除
く
。
）
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
関
す
る
こ
と

（他
局
及
び
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

一
一　
生
物
学
的
製
剤

（
ワ
ク
チ
ン
に
限
る
。
）
の
生
産
及
び
流
通
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
港
及
び
飛
行
場
に
お
け
る
検
疫
に
関
す
る
こ
と

（医
薬
食
品
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と

（特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
支
給
関
係
業
務

（第
百
二
十
条
第
五
号
に
お
い
て

「特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給

付
金
等
支
給
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

（生
活
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
四
条
　
生
活
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　
建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
埋
葬
、
火
葬
及
び
改
葬
並
び
に
墓
地
及
び
納
骨
堂
に
関
す
る
こ
と
。

〓
一　
理
容
師
、
美
容
師
及
び
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
理
容
所
、
美
容
所
、
興
行
場
、
旅
館
、
公
衆
浴
場
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
場
所
及
び
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
所
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
並
び
に
国
民
生
活
の
安
定
の
観
点
か
ら
の
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業

の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

エハ
　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
一則
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と

（医
薬
食
品
局
並
び
に
結
核
感
染
症
課
及
び
水
道
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



（水
道
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条
　
水
道
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一　

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

一
一　
井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
　
削
除

Ｏ
　
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令

（平
成
十
九
年
政
令
第
七
十
六
号
）

（抄
）

（庶
務
）

第
五
条
　
協
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。




